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（ 公 募 ） 

山口市老人福祉館及び山口市山口児童館指定管理者候補者選定結果 

 

１ 施設の名称   山口市老人福祉館及び山口市山口児童館 

 

２ 指定の期間   令和８年４月１日～令和１３年３月３１日 

 

３ 指定管理者候補者選定結果 

社会福祉法人山口市社会福祉協議会 

会長 德 永 雅 典 

山口市上竪小路８９番地１ 

 

４ 指定管理者候補者の概要（目的、事業内容、事業実績等） 

  本社会福祉法人は、山口市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健

全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図ることを目的とし

て、各種事業の企画、実施等に取り組んでいる。 

 

５ 募集及び選定の経過 

募集要項・仕様書の決定      令和７年７月８日（火） 

受付期間             令和７年９月１日（月）～令和７年９月１９日（金） 

質問書の受付           令和７年８月２０日（水）～令和７年８月２９日（金） 

選定委員会によるヒアリング及び審査  令和７年１０月８日（水） 

 

６ 指定管理者応募団体 

社会福祉法人山口市社会福祉協議会 

 

７ 選定の方法 

（１）選定委員会委員 

堀 由紀江  健康福祉部長（委員長） 

松尾 彰   こども未来部次長（副委員長） 

山本 清治  高齢福祉課長 

有熊 雅人  こども未来課長 

草平 武志  山口市すこやか長寿対策審議会会長(山口県立大学名誉教授) 

横山 順一  山口市こども・子育て会議副会長(山口県立大学社会福祉学部准教授) 

 

（２）提出書類の確認 

申請団体からの提出書類については、募集要項に定める資格要件等を満たし、適正に記

載されていることを確認しました。 

 

（３）申請団体ヒアリング 

申請団体に対しヒアリングへの出席を求め、提案内容等についての説明及び質疑応答を

行いました。  

実施日  令和７年１０月８日（水） 

場 所  市役所 会議室１０１ 

要 領  １団体につき２０分間のヒアリング 
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（４）審査内容 

提案内容の審査については、各申請団体の指定申請等の提出書類及びヒアリングの内容

を基に、選定委員会において、[別紙１]に掲げる審査基準及び加点基準ごとに評価を行い、

次の選定基準により候補者として選定しました。 

 

【第 1選定基準】 

    審査基準の合計評価点の６割以上（基準点）の得点を得た団体のうち、委員ご

とに審査基準と加点基準の得点を合計した結果、最も高い採点をした委員の人数

が多い団体を候補者とする。 

 【第２選定基準】 

    最も高い採点をした委員数が同数となり、第 1選定基準により候補者が決しな

い場合は、当該団体のうち合計得点の最も高い団体を候補者とする。 

※ 第１選定基準を優先的に適用するため、合計得点が上回っていても候補者と

して選定されない場合があります 

 

８ 選定結果 

団体名 
第１選定基準 第２選定基準 

最も高い採点をした委員の人数 総計得点 

社会福祉法人山口市社会福祉協議会 ６ ５９６ 

 

【審査の詳細】 

審査基準 評価点 委員数 
評価点 
合計 

社会福祉法人 
山口市社会福祉協議会 

利用者の公平性、平等性等の確保 ５ 

６ 

３０ ２０ 

施設の効用の最大限の発揮 ９５ ５７０ ３６６ 

施設の管理運営経費の縮減 ５ ３０ ６ 

施設の適切な管理運営を安定して行う能力 ２５ １５０ １２６ 

市の施策への貢献度 ２０ １２０ ７８ 

合  計 １５０ ９００ ５９６ 

基 準 点（評価点合計×0.6） ５４０ 

 

９ 講評 

山口市老人福祉館は、高齢者の自主的で健全な活動を促進し、老人クラブ等の活動の場とな

るとともに、各種教養講座の開催などの施策を進め、高齢者が自由に利用できる高齢者福祉の

向上に資する施設として設置しています。 

また、山口市山口児童館は、児童に健全な遊びを与えて健康を増進し、情操を豊かにするた

め、家庭児童の育成など諸般の施策を講じ、児童福祉の向上に資する施設として設置していま

す。 

そこで、指定管理者になろうとする団体については、施設の持っている目的や性格を踏まえ、

指定管理者候補者選定基準（別紙１）に基づき検討し、審査しました。 

現在の指定管理者である社会福祉法人山口市社会福祉協議会は、施設の老朽化や駐車場が限
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られているなど、不利な条件の中でも現在展開している諸事業の継続に加えて、老人福祉館と

児童館を併設していることを生かして、多世代交流型の事業を強化するなど、市民の活動拠点

として継続性と発展的取組を期待できる提案が高く評価しています。また、利用申請の簡素化

や遊戯室の過密を避けるための貸館解放などを実施されているほか、利用者アンケートの結果

に基づき、利用者ニーズに沿った事業展開を図ることで、いつでもだれでも遊べる館、趣味や

日常活動に利用できるとともに居場所にできる館として、効果的な事業運営につながることが

期待できます。 

さらに、運営実績及び財政的基盤の点でも高く評価でき、施設の適切な管理運営を安定して

行う能力があると認められます。 

一方で、人材確保では苦慮している面も見受けられることから、コンテンツの充実等を図っ

ていく中で、山口市社会福祉協議会としての強みを生かしながら人材確保に努めていくととも

に、例えば、こども食堂との連携や老人クラブ以外の高齢者の活動を引き込むなど、更なる市

民の活動拠点となるよう努めていただきたい。 

以上のような点を踏まえ、審査基準等に従って社会福祉法人山口市社会福祉協議会を山口市

老人福祉館及び山口市山口児童館指定管理者の候補者として選定します。 
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別紙１ 指定管理者候補者選定基準 

 

 

 大項目(選定基準)

（１）利用者の公平性、
平等性等が確保すること
ができるものであること

5

5

年間計画
（老人福祉館） 10

年間計画
（児童館） 10

主な事業内容
（老人福祉館） 20

主な事業内容
（児童館） 20

施設活用の工夫
10

利用促進の取組み
20

（３）施設の管理経費の
縮減が図られること 5

10

5

5

5

10

10

150

（５）市の施策への貢献
が期待できること

地域の人材や資源を活用した事業展開と
なっていること

市の施策を踏まえた事業提案があること

（２）施設の効用を最大
限に発揮できる能力を有
していること

施設の設置目的を理解し、明確な運営方針
を持っていること

利用者への適切
なサービスを提
供するための事
業提案がなされ
ていること

事業運営は効率性があり、経費は効果的に
使用されていること

（４）施設の適切な管理
運営を安定して行う能力
を有していること

同種施設、類似施設での運営実績があるこ
と

人材育成のための取り組みがなされている
こと

安定した運営を行うための財政的基盤

利用者の安全を確保するための方策が適切
であること

合　　計

審査項目
配点

小項目


